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はじめに

　国際法上の個別的自衛権は武力攻撃に対してのみ行使しうるのか、あ

るいは、その形をとらない法益侵害に対しても行使しうるのかをめぐっ

て、国連憲章制定時より、学説上の対立が見られる。その一つの要因は、

国連憲章締結以前の自衛権の内容の捉え方が一致していないことにあっ

た。とりわけ、戦間期の「戦争の違法化
（１）

」の時期の自衛権は、武力攻撃

に対してのみ行使しえたと制限的に解釈するか、あるいは武力攻撃に対

してのみならず、その形をとらない法益侵害に対しても行使できたと広

く解釈するのかという点についての対立に起因している
（２）

。

　本稿の目的は、上のような問題意識の下に、第一次世界大戦後から不

戦条約までの時期の自衛権概念を検討することにある。この検討にあ

たっては、以下の二点に着目する。第一に、自衛権の先行行為に注目す

る。19世紀の末までは、国家実行や学説において「自衛権」という用語

が用いられることがあっても、それは、その行使対象となる国家の違法

行為を必ずしも前提とするものではなく、その意味で自己保存権や緊急

権と明確に区別されていたわけではなかった。 19世紀の末から20世紀初

めに、実証主義者を中心に自己保存権の中でも自衛権のみが許されると

主張されるようになる。そのような主張をした国際法学者の一人である

ウェストレークによると、自衛権は、その行使対象となる国家の違法行

為を前提とする概念だとされていた
（３）

。それでは、第一次世界大戦後の

「戦争の違法化」が進展する時期には、国家実行上、あるいは学説上、自

衛権はどのような先行行為に対して行使しうるとされていたのであろう

か。本稿は、この点に注目しながら検討を進める。

　第二に、自衛権について、従来の研究においても重視されてきた先行

行為のみならず、先行行為の主体および権利行使の対象、そして正当化

される措置が何であったかという点にも着目する。このような視点から
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検討を行うのは、以下のような理由による。国連憲章に至るまでの自衛

権概念の歴史的展開を論じた、日本における最も新しい研究では、19世

紀と戦間期の自衛権について、それぞれ次のように論じられている。19

世紀の自衛権は、自国に対する私人による侵害があり、領域国あるいは

旗国による抑止が期待できない場合に、自国民の生命・財産、場合に

よっては国家の安全そのものを保護するために、国境を越え、当該領域

に侵入しあるいは公海上において、自らの手でそれを排除することを正

当化するものであり、当該軍事行動は他国の領域あるいは旗国管轄権の

侵害という形で発現し、自衛権の機能も、こうした侵害を正当化するも

のであった（「治安措置型自衛権」
（４）

）。一方、戦間期に確立した自衛権の場

合は、軍事行動は他国自体に対して向けられ、防衛戦争、ないし侵略へ

の反撃を正当化するものであり、保護法益は国家の安全そのものであっ

た（「防衛戦争型自衛権」）
（５）

。「治安措置型自衛権」は、領域侵害あるいは旗

国管轄権の侵害という形で発現するが、先行行為の主体も自衛権行使の

対象も私人であるのに対して、「防衛戦争型自衛権」は、戦争を正当化

し、先行行為の主体も自衛権行使の対象も国家であるとされる。そして、

戦間期には「治安措置型自衛権」と「防衛戦争型自衛権」という二つの

異なる自衛権概念が並存していたとされる
（６）

。しかし、戦間期に上のよう

な二つの「自衛権」概念が異なる概念として「並存」していたという理

解が妥当なものであるかについては疑問がある。本稿では、戦間期のう

ち、不戦条約締結の時期までを対象とするために、戦間期の自衛権につ

いて全般的に論証することは不可能である。したがって、不戦条約締結

後から国連憲章締結前までの時期の論証は別稿に譲ることとし、本稿で

は、以上のような問題意識に基づき、第一次世界大戦後から不戦条約締

結の時期までの自衛権について、その先行行為の主体およびその行使の

対象、そして正当化される措置に着目しながら検討を進める。

　論述は次の順番で行う。一では、第一次世界大戦後から不戦条約締結

前の時期に締結された、国際連盟規約、相互援助条約案、国際紛争平和

72



（174）　　　戦間期の「戦争の違法化」と自衛権（西嶋美智子）

的処理に関する議定書、ロカルノ条約という四つの条約を取り上げ、そ

れらの条約における戦争の制限・禁止と自衛権概念を検討する。二では、

不戦条約による戦争の禁止と自衛権概念を考察する。三では、第一次世

界大戦後から不戦条約締結までの時期の、学説上の自衛権を検討する。

一　第一次世界大戦後から不戦条約締結前の戦争制限・禁止と自衛権

　第一次世界大戦前にも実定国際法による戦争禁止の萌芽がみられた。

1907年の第二回万国平和会議において締結された、「契約上ノ債権回収

ノ為ニスル兵力使用ノ制限ニ関スル条約」がその例である。この条約は、

契約上の債権を回収するために兵力を使用することを制限する条約で

あったが、その制限は債権回収の局面に限られており、その効果は制限

的であった。その後、第一次世界大戦後になってから、国際連盟規約、

相互援助条約、国際紛争平和的処理に関する議定書、ロカルノ条約、不

戦条約などの、戦争の制限ないし戦争禁止の規定が盛り込まれた条約が

起草された。

　「戦争の違法化」を進めたとされるこれらの条約においても、自衛権の

行使は認められるとみなされていた。不戦条約上の自衛権については多

くの議論があったために二で扱うことにし、ここでは、国際連盟規約か

ら不戦条約締結前までの各条約の戦争制限ないし禁止、そして自衛権概

念を概観する。

（一）国際連盟規約による戦争制限と自衛権
　第一次世界大戦後、集団安全保障体制を制度化する初の国際組織とし

て国際連盟が設立された。国際連盟規約は1920年に発効したが、この規

定のうち、以下の第12条から第16条が戦争を制限しているとされる。第

12条１項前段は、国際連盟国間に国交断絶に至る虞がある紛争が発生す
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るときには、当該事件を仲裁裁判もしくは司法的解決または連盟理事会

の審査に付す義務があると規定し、これらの平和的紛争解決手続に当該

紛争を付託する以前に戦争に訴えることを禁止した。またその後段は、

仲裁裁判または司法的解決の判決、もしくは連盟理事会の報告後三ヶ月

を経過する以前に戦争に訴えることを禁止している。次に、第13条４項

は、第12条の判決を履行している国家に対して戦争に訴えることを禁止

した。最後に、第15条６項は、連盟理事会の全員の同意を得た報告書の

勧告に応じている国家に対して戦争に訴えることを禁止した。その上

で、第16条１項、２項は、以上の義務に反して戦争に訴えた国家は、他

の全ての国家に対して戦争行為をなしたものとみなされ、経済的措置と

武力措置の対象となりうることを規定する。

　このように、国際連盟規約第12条、第13条、第15条は、一定の場合に

戦争が禁止されることを規定している。しかし、これらの条文で挙げら

れた場合以外には、戦争は禁止されていないと解釈しえた。すなわち、

第12条は、仲裁裁判もしくは司法的解決の判決または連盟理事会の報告

後三ヶ月を経過した後であれば戦争に訴えることができると解釈するこ

とが可能である。次に、第13条４項では、第12条の判決を履行している

国家に対して戦争に訴えることを禁止しているが、第12条の判決を履行

していない国家に対して戦争に訴えることができるとの解釈が可能であ

る。さらに、第15条７項において、紛争当事国を除く連盟理事会員全員

の同意がある報告書が得られない場合には、連盟国は、正義公道を維持

する為必要と認める処置を執る権利を留保していることが明記されてお

り、この必要と認める処置の中に戦争が含まれるとの解釈が可能であ

る。以上のように、国際連盟規約の下でも戦争を遂行しうる場合がある

と解釈しえたことに加えて、国際連盟規約の戦争禁止規定において「戦

争」という用語が用いられたため、規制されたのは法的意味での戦争で

あって、それに至らない武力行使は禁止されていないという解釈がなさ

れる余地も残された。
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　このように、法的意味での戦争、あるいはそれに至らない武力行使を

行い得る場合があるとの解釈が可能であったとはいえ、国際連盟規約

が、一定の場合に戦争に訴えることを禁止したということは確かであっ

た。次に、国際連盟規約は自衛権の行使を妨げないと捉えられていたの

であろうか。

　自衛権について、国際連盟規約には明文上の規定はなんら存在しな

い。しかし、そのことは、国際連盟規約が自衛権の行使を想定していな

かったことを意味するものではない。むしろその逆であり、自衛権の行

使は禁止されていないと捉えられていた
（７）

。その場合に留保された自衛権

は、自国を防衛するための防衛戦争であったとされるが
（８）

、国際連盟規約

締結当時には自衛権概念についての議論は盛んであったとは言えず、想

定されていた自衛権の内容は明らかであるとは言い難い。

（二）相互援助条約
（９）

案による戦争禁止と自衛権
　上記のように、国際連盟規約は一定の戦争を制限したものの、戦争に

訴えることができる場合が残されていた。相互援助条約案と以下で論じ

る国際紛争平和的処理に関する議定書は、その穴を埋めようとする、国

際連盟の枠内での試みであった。

　国際連盟第２回総会において軍縮問題が議題に上がったが、1922年に、

軍縮は安全保障と併行して進められねばならない、という趣旨の決議第

14条が採択されたことを受け、武力行使の脅威を受けた国家を援助する

特別の保障を提供することを目的として
（10）

、翌年の第４回連盟総会に相互

援助条約案が提出された。この条約第１条１項は、「締約国は、侵略戦争

が国際犯罪であることを厳粛に宣言し、どの締約国もその罪を犯しては

ならない」として侵略戦争が国際犯罪となることを規定している。国際

連盟規約が、戦争の開始に一定の制限を課すにとどまり、戦争自体を禁

止していなかったのに対して、本条約は戦争自体を禁止しようとした条

約であった。しかし、最終的には、各国の強い反対により発効には至ら
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なかった
（11）

。

　侵略戦争が禁止された一方、自衛戦争が許容されることについては条

約案の理論的支柱であった集団安全保障論者の一致した見解であったと

される
（12）

ものの、本条約中にも審議過程においても自衛権についての言及

は見られず、それ故にそこで想定されていた自衛権の内容を正確に知る

ことはできない
（13）

。

（三）国際紛争平和的処理に関する議定書
（14）

による戦争禁止と自衛権
　1924年、国際連盟の第五回総会で、侵略に対する相互保障という安全

保障システムと国際紛争の平和的解決義務を結合させた、国際紛争平和

的処理に関する議定書（ジュネーブ議定書）の草案が採択された。この議

定書は、イギリスが反対の意思を表明したこともあり、批准の必要国数

を確保することができなかったが、当時の全世界の国家の約７割にあた

る48カ国が総会において承認をし、連盟の締約国のうち19の国家が実際

に議定書に署名をした。

　この議定書は、侵略戦争の禁止を規定する一方で、戦争の遂行が許容

される場合を規定していた。第２条は、戦争の禁止から「侵略行為に対

する抵抗の場合」を除外している。特別報告者であったポリティス
（Politis）は、第２条に規定された戦争禁止の例外について論じる中で、

自衛権について次のように言及している。すなわち、「この条約の禁止

は、侵略戦争にしか及ばない。当然、防衛戦争は禁止されない。正当な

自衛の権利（right of legitimate self-defence
（15）

）は、そのまま尊重される。攻

撃された国家は、可能なあらゆる手段を用いて自国が犠牲となりうる侵

略行為に抵抗する完全な自由を持つ。国際共同体から受けることのでき

る援助を待つことなく、自国を自国軍によって直ちに防衛することがで

き、またそうすべきである
（16）

」とする。このように、本議定書において、

自衛権とは、戦争禁止の例外として、「侵略に対する抵抗」すなわち「防

衛戦争」を行うことだとされていた。言い換えると、本議定書によって
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も禁止されないとされた自衛権は、自国に対する違法な侵略に対して、

戦争を例外的に許す権利だと捉えられていた。

　自衛権の先行行為とされた侵略という用語の意味に関しては、この時

期に、定まった定義があったわけではなかったものの、本議定書の第10

条において何を侵略とするかが規定されている。それによると、国際連

盟規約あるいは本議定書の約束に違反して戦争に訴えた国家が侵略者だ

とされている
（17）

。「戦争に訴えた」という用語が用いられているが、実際の

戦争状態を構成しない可能性のある暴力、武力行為も理事会は考慮に入

れることが議定書の精神に一致するとされていた。以上のように、国際

紛争平和的処理に関する議定書上の自衛権は、当議定書に違反して戦争

に訴えた国家に対して、防衛戦争に訴えることをその内容としていた。

（四）ロカルノ条約
（18）

による戦争禁止と自衛権
　ドイツ・フランス ･ベルギーに保障国としてイギリス・イタリアが加

わった五カ国の間で、1925年10月16日に相互保障条約であるロカルノ条

約が締結された
（19）

。この条約は、ドイツ ･フランス間、ドイツ ･ベルギー

間の戦争を防止することを目的としており、五カ国間の局地的条約で

あって国際連盟の枠外で締結された条約である。

　ロカルノ条約は、その第２条１項において「ドイツとベルギー、ドイ

ツとフランスは、いかなる場合においても互いに攻撃したり侵入した

り、あるいは戦争に訴えたりしないことを互いに約す」と規定している。

また第３条は、紛争の平和的解決義務を定める。本条約では、「戦争に訴

えること」に加えて「攻撃」や「侵入」も一般的に禁止しており、法的

意味での「戦争」のみを禁止したとの解釈の余地を残す国際連盟規約の

欠陥を、局地的にであるとはいえ埋めるものであった。

　ロカルノ条約は、戦争の制限または禁止を意図した第一次世界大戦後

の条約の中で、正当防衛権（droit de légitime défense, right of legitimate 

defence）という言葉を用いた最初の条約だとされる
（20）

。この条約は、第２
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条２項において、第１項が規定する攻撃・侵入・戦争の禁止が適用され

ない場合として、正当防衛権の行使、国際連盟規約第16条の遂行として

の行動、国際連盟総会または理事会の決議に基づいて取られる行動、の

三つを挙げている。そして同じく第２条２項において正当防衛権を行使

しうる場合が規定されている。それによると、正当防衛権を行使しうる

場合は、「前項の約束の侵害、ヴェルサイユ条約第42条または第43条の明

白な違反に対する場合。ただしこの違反が、挑発をうけざる侵略行為を

構成し、非武装地帯内における兵力の集結があるために即時の行動が必

要である場合」と規定している。すなわち、自衛権を行使しうるのは、

他国が第２条１項を侵害した場合とヴェルサイユ条約第42条または第43

条に明白に違反した場合である。前者は、他国が攻撃、侵入をしてきた

場合あるいは戦争に訴えてきた場合である。後者は、非武装地帯に兵力

が結集した場合であり、それが挑発をうけない侵略行為を構成しかつ即

時の必要性がある場合である。ただし、挑発をうけない侵略の意味は明

らかにされなかったため、自衛権の先行行為が曖昧なままに残されるこ

とになった。

（五）小括
　以上のように、第一次世界大戦後、実定国際法による「戦争の違法化」

が進展した。それに伴って、自衛権は、条約で禁止された違法な戦争、侵

略、攻撃、侵入を自国に対して行う国家に対して、それに対する防衛とし

て、本来は条約で禁止された戦争
（21）

を許す概念として重視されるように

なっていった。

二　不戦条約による戦争禁止と自衛権

　不戦条約は、歴史上初めて戦争を全面的に禁止しようとした多数国間
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条約であり、実定法による戦争の禁止という観点からは極めて重要な条

約である。この条約によって、戦争の禁止をより徹底したからこそ、戦

争を許容する可能性のある自衛権に注目が集まるようになった。不戦条

約締結以前の時期に戦争を制限あるいは禁止しようとした条約の場合と

同様、不戦条約が自衛権の行使を妨げるものではないということについ

て、署名国間の理解は一致していた。それでは、その内容はどのように

捉えられていたのであろうか。以下では、まず不戦条約による戦争禁止

を概観し、その後で自衛権の内容を検討する。

（一）不戦条約による戦争の禁止
　不戦条約の起源は、1927年４月６日、アメリカの第一次世界大戦第10

周年記念の機会に当時フランスの外相であったブリアンがアメリカ国民

に対して発した声明書で、アメリカとフランスの相互間で「戦争の違法

化」の取極めをすることを提案したことにある。アメリカの提案で多数

国間条約とすることが決定され、その後、アメリカが各国と個別に交渉

するという形式で、条約案の内容が検討された。

　このような交渉経過をたどった不戦条約は、1928年８月27日にパリに

おいて15カ国が調印し、1929年７月24日に発効した。同条約は同年末ま

でに当時の世界の国々の約８割が署名または批准し、1933年には、不戦

条約の戦争放棄義務と同様の内容を持つ条約が南米を中心として締結さ

れたために、当時のほとんどの国家が同一の義務に服することになっ

た
（22）

。さらに、不戦条約は、1938年末までには当時の９割以上の国家によ

る署名または批准を受けることになった。

　この条約は、全部で３カ条からなる短い条約である。第３条は、加入

手続きについて定めた条項であり、実質的な事項を規定しているのは第

１条と第２条である。第１条は、締約国が国際紛争解決のために戦争に

訴えることを禁止しかつ締約国の相互関係において国家の政策の手段と

しての戦争を放棄することを宣言している。また、第２条は、締約国間
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の紛争を平和的手段以外の手段によって解決することを禁止している。

　このように、不戦条約第１条は、戦争放棄を規定しているが、国際連

盟規約と同様に「戦争」という用語が用いられたために、禁止されたの

が法的意味での戦争のみなのかそれとも全ての武力行使が禁止されたの

か、という点が問題となりえた。しかし、この点についての議論は少な

くとも交換公文中には多くは見当たらない
（23）

。

　不戦条約によって法的意味での戦争のみならず武力行使も禁止された

のかという点は戦間期の「戦争の違法化」の一つの重要な論点ではある

が、この点に各国政府、国際法学者が注目し、多くの紙面が割かれるよ

うになるのは、満州事変などの日本の実行にみられるように、戦争状態

の存在が否定される中で激しい武力行使が行われる事例が頻発するよう

になった、1930年代のことであった
（24）

。

（二）不戦条約上の自衛権
　不戦条約の締結によっても自衛権の行使が禁止されることはないとい

うことは、締約国とアメリカとの間で交わされた交換公文の中で確認さ

れている
（25）

。それでは、不戦条約締結後も行使することが許されるとされ

た自衛権はどのような内容を持つとされていたのであろうか。

　１．イギリス、アメリカ、フランスの自衛権解釈
　不戦条約の交渉過程で、自衛権はどのように解釈されていたのであろ

うか。以下では、不戦条約の交渉の中心国であったアメリカ、フランス、

そして交換公文の中で自衛権の内容に踏み込んで言及しているイギリス

を取り上げ、それらの国家が、不戦条約によって禁止されていないとさ

れた自衛権をどのように捉えていたのかを検討する。

（１）自衛権の内容

　アメリカの1928年６月23日の公文
（26）

の中には、「アメリカの不戦条約草

64



（182）　　　戦間期の「戦争の違法化」と自衛権（西嶋美智子）

案の中には、自衛権を制限したり毀損したりするものはない。この権利

は、各主権国家に固有の権利であり、かつ一切の条約に暗黙的に包含さ

れている。全ての国家はいかなる時も、また条約の条文に関わりなく、

攻撃や侵入から自国領土を防衛する自由があり、かつその国家のみが自

衛戦争に訴える必要のある状況か否かを決定することができる。もしも

それが適切な場合であったら、世界がその行動を是認し、非難すること

はないであろう」という記述がある。公文の以上のような内容から、ア

メリカは、自衛権の行使として、少なくとも、自国領土に攻撃や侵入を

行う国家に対して、自国領土を攻撃や侵入から守るために、戦争に訴え

ることができると解釈していたことが明らかである。フランスも、1928

年７月14日の公文において
（27）

、「各国家は、その領土を攻撃や侵入から守る

自由を持ち、自衛戦争に訴える必要がある状況か否かを決定することが

できる」というアメリカの公文を確認している。また、イギリスも、同

年５月19日の対米公文
（28）

において、アメリカ条文案の第１条は自衛に基づ

いてとらざるを得ない行動を排除するものではないという見解を表し、

また、ケロッグ（Kellogg）の４月28日の演説において自衛権が不可譲で

あることが明らかにされたことから条約文になんらの追加も必要ないと

述べている。このことから、フランス政府もイギリス政府も、少なくと

も、アメリカが明らかにした自衛権の内容である、他国の攻撃や侵入か

ら自国領土を守るためにその国家に対して、戦争に訴えることが自衛権

の内容であると捉えていたことが分かる。

　以上のように、三カ国とも、自衛権は他国による攻撃や侵入がある場

合に、自国領土を守るために、自国に攻撃や侵入を行う国家に対して戦

争に訴えることを許すものと捉えていた。次に問題となるのは、イギリ

ス、アメリカ、フランスが、自衛権の内容を、自国領土が他国からの攻

撃や侵入を受けた場合に戦争を遂行することにのみ限られると捉えてい

たか否かということである。
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　（ⅰ）イギリス

　一番早い段階で、自衛権を行使しうるのは自国領土に対する他国から

の攻撃や侵入がある場合に限らないと対外的に表明していたのは、イギ

リスであった。したがって、イギリスの自衛権解釈を最初に見ることに

する。イギリスは、上述の1928年５月19日の公文中の第10パラグラフに

おいて、自衛権に関してのいわゆるブリティッシュモンロー主義に言及

している。ブリティッシュモンロー主義は批准過程において各国の議論

の対象となった。この第10パラグラフでは、「世界の特定の地域には、そ

の繁栄と保全が我々の平和と安全に特別で重大な利害関係を持つものが

ある。…これらの地域を攻撃から守ることは、イギリス帝国にとっては

自衛の手段である。イギリス政府はこの点についての行動の自由を新条

約が害することがないとの理解の下にこの条約を受け入れることを明確

にしておかなければならない」と述べられている。このパラグラフにお

ける自衛権には、自国領土のみならず領土外の地域であって、イギリス

の平和と安全に重大な利害関係を持つ「世界の特定の地域」を攻撃から

守ることも含まれている
（29）

。その「特定の地域」において自衛権を行使し

うる根拠は、その地域の繁栄と保全がイギリスの平和と安全に特別で重

大な利害関係を持つことにある。

　英国議会において、チェンバレン（Chamberlain）はブリティッシュモ

ンロー主義について次のように述べた
（30）

。すなわち、ブリティッシュドク

トリンは、アメリカ政府のドクトリン
（31）

と正確に比肩しうるものであり、

アメリカの公文の中にすでに明確に含まれており、世界の特定の地域の

国々の統一と安全がイギリスの防衛の一部であるために、イギリスも、

モンロー主義を持つ世界の特定の地域があるとすることは間違いでも不

当でもないという。そして、それは侵略のドクトリン（doctrine of 

aggression）ではなく、領土の拡張の願望でもなく、イギリスの地理的立

場によって必要な、純粋に自衛の手段であるとの見解を表している
（32）

。

　このように、イギリスは、自衛の対象を、自国領土に対する他国から
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の攻撃や侵入のみに限っておらず、イギリスの平和および安全に重大な

利害関係をもつ地域に対する攻撃があった場合にも自衛権を行使しうる

と解する。ここで「攻撃」という用語が用いられているために、特定の

地域に対する他国からの「攻撃」の存在を要件として自衛権を発動しう

ると解することが可能であろう
（33）

。また、正当化される措置については、

イギリス公文の中では自衛権は戦争禁止を規定した第１条の例外として

の位置づけが与えられており、また、英国議会においても戦争は自衛の

ためにのみ遂行できると述べられている
（34）

ことからも、自衛権の手段とし

て他国に対して行う戦争が想定されていたということができる
（35）

。以上の

ように、イギリスは、自国領土に対する他国からの攻撃や侵入がある場

合のみならず自国領土外に対する他国からの攻撃があった場合にも、自

衛権に基づいて戦争を遂行することができると捉えていた。

　（ⅱ）アメリカ

　1928年12月７日のアメリカ上院外交委員会の公聴会において、ケロッ

グの見解が明らかにされている。ケロッグは、同公聴会において、自衛

権の範囲は自国領土に限定されないと述べている
（36）

。ケロッグは、アメリ

カの防衛のために平和と安全が必要となる利益をアメリカは取得したと

してパナマ運河を挙げ、自衛権は、すべての財産（possessions）とアメリ

カに対する危険を避ける措置をとる権利もその内容とすると述べてい

る
（37）

。また、モンロー主義
（38）

も自衛権であると解釈している
（39）

。さらに、同年

12月11日の公聴会では、自衛権は攻撃された場合にアメリカを守ること

に制限されておらず、全ての国家が、世界のどこにおける自国の利益を

も守る権利を持つと述べている
（40）

ことからも、自衛権は、自国の利益を守

るために自国領域外においても行使しうるというのがケロッグの理解で

あったということが裏付けられる。また、アメリカ上院外交委員会にお

ける議論の中で、同委員会の議長であったボラー（Borah）も、自衛権の

地理的範囲は制限されておらず、モンロー主義も、自衛権に含まれ
（41）

ると

していた。また、イギリスは「特定の地域（certain regions）」というよう
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に自衛権を行使しうる範囲を制限しているが、アメリカはいかなる場所

においても、いかなる状況でも、われわれの安全に必要だと我々がみな

すいかなる地域においても自衛原則を採用しうる
（42）

とし、さらに、在外自

国民の保護も自衛権にカバーされるとみなしている
（43）

。このように、モン

ロー主義は自衛権に含まれ、アメリカの財産、利益や自国民の保護のた

めにも自衛権を行使しうると捉えられていた。自衛権の先行行為を見る

と、モンロー主義については、前文にカバーされ、他国による不戦条約

違反があった場合に発動できるとされていたが、財産、利益、自国民に

ついては、どのような場合にそれを保護しうるとされているのか必ずし

も明らかであるとは言えない。

　自衛権の手段については、戦争を遂行しうると捉えられていたが、戦

争にならない場合も含まれると捉えられていると解される発言も見られ

た。ボラーが外交委員会の議論の中で自衛権について言及する場合、不

戦条約の下、「自衛戦争」は許されている
（44）

、あるいは「自衛戦争」を除い

て戦争は禁止されている
（45）

というような論じ方をしている場合がある。他

方で、在外自国民の保護は自衛権の行使であるとしつつも
（46）

、それは戦争

ではないから許されると論じられることもあった
（47）

。

　以上のように、アメリカにおいて、自衛権は自国領土に対する他国か

らの攻撃や侵入があった場合のみならず、自国領土外においても行使で

き、アメリカの財産、利益、自国民を守ることやモンロー主義も自衛権

の内容とみなされていた。正当化される行為は、戦争のみであるとされ

ていたのか、あるいは戦争にならない場合も含まれると解されていたの

か、明確ではない。

　（ⅲ）フランス

　次に、フランスは、下院の報告者であったコット（Cot）が正当防衛に

ついての見解を表している。コットは、前文においても確認されたよう

に、締約国が不戦条約に違反する場合に他の締約国はその違反国に対す

る義務から解放されるという原則を適用することによって、防衛戦争を
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留保し、それを定義することを可能にするとする。そして、防衛戦争と

は不戦条約違反の国家に対して行う戦争であるとされる。すなわち、防

衛戦争とは、不戦条約第１条に違反して戦争を主導した国家と、同第２

条に違反して平和的手段によって紛争を解決することを拒否した国家に

対して行う戦争である。このように、フランスは、他国の不戦条約違反

に対して、戦争を行うことができると捉えていた。なお、アメリカとイ

ギリスのモンロー主義については次のように解釈している。フランス

は、アメリカとイギリスが自衛を装って不戦条約の義務を回避する危険

性に言及しつつも、アメリカのモンロー主義は南米の国家への攻撃
（agression）を妨げることのみを許容するのであり、同様に、イギリスは

「全ての攻撃」から一定の地域を守るためにのみ当該地域に介入するこ

とを留保したのであり、攻撃は不戦条約違反であるため、この二国の宣

言は不戦条約の規定と矛盾するものではないとの立場を明らかにした
（48）

。

このようにフランスは、英米と異なり、自衛権の保護法益を論じること

なく、先行行為が不戦条約違反であることのみを自衛権行使の要件にし

ていた。そして、不戦条約第１条の違反のみならず、第２条に違反して

平和的手段によって紛争を解決することを拒否した国家に対しても自衛

権を行使しうると捉えていた。

（２）自己解釈権

　次に、不戦条約上、国家の行動が自衛権に基づいたものか否かを判断

できるのは、自衛権を行使する国家のみであるのかということが大きな

問題とされた。ここでは、自国の行動が自衛権の行使であるか否かを自

衛権を行使する国家のみが決定することができる権利のことを、便宜上

自己解釈権と呼ぶ。当時、自己解釈権が認められると捉えられていたと

したら、自衛権について一応の定義がなされたとしても、自衛権の内容

はそれを解釈する国家ごとに異なることになる。したがって、ある時期

の自衛権概念を検討するにあたって、当時の国家が自己解釈権は認めら
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れるものとみなしていたのかということを検証する必要がある。以下で

は、英米仏の自己解釈権に対する見解を検討する。

　上述の通り、アメリカの公文では、その時の状況が自衛戦争に訴える

必要のある状況か否かはその国家のみが決定することができると述べら

れている。しかし続いて、もしもそれが適切な場合であったら、世界が

その行動を是認し、非難することはないであろうとも付け加えられてお

り、アメリカ公文からは、ある行為が自衛権か否かの唯一の判定者が当

該国家のみであるとされていたのか、自衛権の行使に対する事後的な評

価に服することを想定していたのかは必ずしも明らかではない。フラン

スも、「各国家のみが、自衛戦争に訴える必要のある状況であるか否かを

決定することができる
（49）

」という立場を明らかにしているが、アメリカと

異なり、事後的な判断を示唆する文言はない。イギリスは、「各国家のみ

が、自衛戦争に訴える状況にあるか否かを決定できるという４月28日の

ケロッグの演説に、完全に同意する
（50）

」との立場を表しているが、フラン

スの場合と同様、事後的判断を示唆する文言は含まれていない。

　自己解釈権は、批准過程においても問題とされた。アメリカにおいて

は、ボラーが議長を務めた1928年12月７日の上記公聴会において、マク

リーン（McLean）議員が、ある行動が自衛か否かの問題は関係政府に完

全に委ねられているとケロッグが発言したということを指摘したのに答

えて、ケロッグは、当該政府に完全に委ねられているとしてその発言を

肯定した後で、もしも正当な防衛でない場合には、世界の世論に対して

釈明の義務がある（answerable）とも述べている。その後、少なくともア

メリカ政府は自衛の問題をいかなる裁判所にも決して付託することはな

いであろうし、どの政府もしないであろうと思うとする
（51）

。一方、ボラー

は、一締約国の自衛権解釈に他国は同意する必要はなく自由に反対する

ことができるということは認めており
（52）

、各国は自国の解釈による自衛権

が真に自衛権か否かという点について、世界の前で弁明しなければなら

ないとするが
（53）

、超越的政府がなく、訴えるべき裁判所もなく、超越的政
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府をつくる意思は誰にもないため、唯一の監視役（censor）は世論（public 

opinion）のみである
（54）

、という。このように、アメリカにおいては、ある

国家の自衛権行使の合法性を事後的に判断するのは有権的機関ではなく

世論のみであると解釈されていた。ただし、ボラーは、国家が自衛権を

行使しているときに、その国家の裁量を抑える（control）手段が世界に

はないということを指摘している
（55）

。ブルース（Bruce）議員がボラーの立

場について、ある国家が自衛権だと呼ぶものは何でも自衛権であるか

ら、イギリスのような留保をしようがしまいが、アメリカがモンロー主

義を留保しようがしまいが重要な問題ではないという立場をとっている

と理解すると発言した際に、ボラーは、明らかにそうであり、そのため

に上院におけるこのような技術的な議論は、緊急事態が起こった場合に

は実際の価値がないと答えている
（56）

。以上のことから、アメリカにおいて、

少なくとも不戦条約の締結・批准過程においては、一国の自衛権行使に

ついては当該国家のみが合法的な自衛権の行使であるか否かを判断でき

るのであり、事後的に当該自衛権行使の合法性について有権的解釈が下

されることはなく、世論のみに対して自国の行動が自衛権であることを

弁明する義務があると解されていた。ただし、国家の裁量を実効的に抑

制する手段がないことが指摘されていた。

　イギリスの下院では、上述の７月18日の公文において「各国家のみが、

自衛戦争に訴える状況にあるか否かを決定できる」とされたことが複数

の議員から批判された
（57）

。しかし、チェンバレンは、批判に対して、その

公文の中の全てのことはアメリカの公文に明示的に含まれているとのみ

答えた
（58）

。

　フランスは、上述の通り自衛権は不戦条約違反に対して行使しうると

解していたが、コットの報告書の中ではさらに、その不戦条約違反をど

のように認定するのかということが問題とされた。コットは、不戦条約

は攻撃者を自動的に決定するための基準がないために国家に裁量範囲を

広く残しすぎることが不戦条約の欠点だとする。しかし、自己解釈権に
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は制限がないわけではないとし、攻撃の認定に関して客観性をもたせよ

うとしている。すなわち、ある国家の行為が攻撃を構成すると考える国

家は不戦条約第２条を適用してその問題を直ちに仲裁にかけるように催

告することができ、もしもその国家が仲裁を拒否した場合、その国家の

不戦条約違反は確実であり、正当防衛権が明らかになるという。また、

仲裁を受け入れた場合、仲裁者が、非難されている行為が攻撃にあたる

か否かを判断するとされている
（59）

。このように、フランスは自衛権を発動

しうる場合を不戦条約違反の場合として客観化することにより自己解釈

権を制限しようとしている。

　２．日本政府の自衛権解釈
　英米仏は、不戦条約によっても禁止されないとされた自衛権を以上の

ように解釈していたが、このような状況の下、日本は自衛権をどのよう

に解釈していたのであろうか。不戦条約が自衛権の行使を妨げないとい

う解釈は、不戦条約の締結以前の交渉の段階から日本の政府内部では一

貫して支持されていた。このことが対外的に表明されたのは、1928年５

月26日の公文においてであり、不戦条約が自衛権を否定しないことが確

認されている
（60）

。しかし、その内容についての日本政府の解釈は公文中で

は明らかにされておらず、また、最終的に自衛権についての正式な留保

が付されることはなかった。とは言え、日本政府が、不戦条約締結後も

許容されるとされた自衛権の内容をどのように解釈していたかというこ

とは、交渉段階の時期に残された文書から明らかにすることができる。

（１）自衛権の内容

　外務省亜細亜局第一課が1929年５月に作成した調書では、在支臣民保

護の為の出兵、満蒙
（61）

における日本の権益擁護のため適当な処置を講じる

こと、そして満蒙の治安維持を図ることが自衛権の行使であると言いう

るかについて検討を加えている
（62）

。

56



（190）　　　戦間期の「戦争の違法化」と自衛権（西嶋美智子）

　在支臣民保護の為の出兵が自衛権の行使であるか、についての検討の

中では、立作太郎教授の国際公法中、自衛権に関する部分を参照すると

述べられている
（63）

。そして、在支臣民保護の為の出兵については、立作太

郎教授の著作中の自衛権の要件「臣民の危害が切迫せる場合」に該当す

るとして、政府は、在支臣民保護は国際法上の自衛権の内容であると解

釈している。

　次に、満蒙における日本の権益擁護のため適当な処置を講じることに

ついては次のように論じられている。満蒙における日本の権益は、国家

として有する権利および利益であって、在外臣民の生命財産よりも範囲

が広範であるために、この権益擁護が自衛権であるとの解釈は、在外臣

民の保護が自衛権であることを裏付ける説から直ちに演繹できないこと

は明らかであるという。そして、満蒙に於ける日本の権益が我国にとっ

て致命的重大性を有することが列強により承認された以上、それを守る

ための処置が日本にとっての自衛手段であることの承認を列国から得た

とみなせるとの解釈を導きだし、これを根拠として、権益擁護が自衛権

の内容に含まれると結論づけている。すなわち、日本政府は、「満蒙に於

ける我権益擁護」については、国際法の自衛権に含まれるか否かについ

ての根拠が明確ではないとしながらも、当該権益が日本にとって致命的

重大性を有することが列強より承認されたことから、その擁護が自衛手

段であることの承認をえたとみなせるというように解釈しているのであ

る。

　さらに、満蒙治安維持については、国家の行動はその国家の国力如何

によっては必ずしも既存の国際法に拘束されないとの前提のもと、英米

のモンロー主義あるいはそれに類似の主張を自衛権であるとして自衛権

の範囲を無制限に拡張できるのは、卓越した国力を基礎としたものであ

り、日本もこの事実にならって満蒙に対する特殊地位を基礎として、満

蒙の治安維持を自衛権に基づくものだと主張することができる、と記述

されている。これはすなわち、満蒙治安維持は既存の国際法における自
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衛権の行使ではないと解しながら、しかし国力を基礎にそれを自衛権に

基づくと主張できるとの論理である。

　このように、日本政府は、不戦条約上許される自衛権は、他国による

攻撃や侵入がある場合のみならず、在支臣民、満蒙における日本の権益

の保護のためにも行使でき、自衛権に基づいて満蒙の治安を維持するこ

とさえもできるとして、自衛権を極めて広く解している。ただし、自衛

権の先行行為、先行行為の主体およびその権利行使の対象をどのように

捉えていたのかということは、この調書においては必ずしも明らかであ

るとは言えない。

　なお、「支那」特に満州における日本の特殊地位に関しては特別の言明

を避けるのが適当であるとの結論に達したとされており、それは以下の

理由によるものだと説明する。すなわち、満州において日本がとること

があるべき行動は満州における日本の権益ないし地位の増進によって範

囲が異なるはずであり、ある一定の形式で満州に対する日本の行動を留

保したとしても、この形式は将来日本の権益が増進した場合には不十分

であって、かえって日本の行動を制限する結果になる可能性がある。ま

た、将来の日本の地位の変化を予想した広範な留保を行えば無用に他国

の疑惑を招く恐れがある。日本は満蒙に関して重大な利害関係を有する

ため、満蒙における権益を保護する必要がある場合には行動の自由を有

し、各個の場合にその時の情勢に応じて自衛手段として説明することが

適当だとすべきであるとする。以上のような理由により特別の言明を避

けたものであるとしている
（64）

。このように、日本政府の解釈によると、将

来の満蒙における行動は、「各個の場合にその時の情勢に応じて」自衛手

段として説明することができるとされていた。すなわち、日本政府の自

衛権解釈は時と場合によって変化しうるものとされていた。

　次に、自衛権に基づいてどのような手段をとることができると解釈さ

れていたのであろうか。結論からいうと、ある特定の法益擁護、あるい

は特定の先行行為に対して、それぞれに対応する手段が想定されていた
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とは言えないといったほうが適切である。枢密院配布用の原稿、戦争放

棄に関する条約説明書案の中で、満蒙の権益侵害がなされた場合の自衛

権行使が許容されるかどうかについて検討されているが、それによる

と、満蒙の日本の権益を侵害されたときは、この防衛のために適当な手

段をとり、場合によっては戦争に訴えざるを得ないことがあったとして

も、特にこれを事前に言明する必要はなく、また言明の有無に拘わらず、

自衛上の戦争は何ら不戦条約の違反を構成するものではない
（65）

とされてい

る。このように、満蒙の権益侵害の場合にとることができる手段は「適

当な手段」であって、「場合によっては」戦争に訴えることができるとさ

れ、領土外の権益侵害に対する自衛権行使の手段には、最も重い手段で

ある戦争も包含されうるとの見解を採っている。

　上述の外務省亜細亜局第一課による調書では、在支臣民保護のための

「出兵」は戦争ではないとされているものの
（66）

、満蒙権益擁護については

「適当な処置」を講ずることができると述べられるのみであり、また満蒙

の治安維持のための手段についても具体的に示されているとは言えな

い。

　また、1929年１月30日の第56回帝国議会貴族院において、田中義一大

臣は、「不戦条約の、此の満州に対する事、北満州に於て治安が撹乱をせ

られると云ふことであれば、日本は此自衛権の発動に依って必要なる処

置は執り得る、此様な場合に不戦条約の拘束は受けぬと考へて居りま

す
（67）

」というように、自国領土外における治安撹乱に対しては「必要なる

処置」をとることができるとしている
（68）

。

　このように、自衛権の手段については、自衛権に基づいて必要な手段

をとることができるとされており、場合によっては戦争に訴えることが

できるとも解釈されていた。

（２）自己解釈権

　日本政府は、自己解釈権に関して、米国が不戦条約の交渉過程におい
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て表したものと同様の立場をとるとしていた。例えば、枢密院における

戦争放棄に関する条約精査委員会において、堀田正昭欧米局長は、米国

の第二回公文において自衛権を自国領土の攻撃に対する防衛と解釈する

ような字句があるといっても、自衛権を自国領土の防衛に制限したので

はなく、同公文中に自衛の手段か否かをその国が決定すべきものであり

その決定が正しいか否かは世界の世論の判断をまつほかないと明言して

いるために、日本もこの解釈を採ると述べている
（69）

。

（三）小括
　不戦条約締結によっても、自衛権の行使は妨げられないということは

各国の一致した認識であった。自衛権に基づいて、少なくとも、自国に

対して攻撃や侵入を行う国家に対して、自国領土を守るために戦争に訴

えることができるとされていた。また、イギリス、アメリカ、フランス、

日本は、自国領域外に対する不戦条約に反する攻撃があった場合に、そ

れを防衛するために不戦条約に違反して戦争をすることも許されるとし

ていた。さらに、アメリカは、自衛権に基づいて、自国の利益や財産、

自国民も擁護しうるとし、日本は、在支臣民や満蒙権益の擁護、満蒙治

安維持も自衛権に基づいて行いうるとして、自衛権を極めて広く解釈し

ていた。このように、自衛権の内容について、不戦条約の締結過程、批

准過程において議論があったものの、自己解釈権が認められれば、自衛

権は広い行動の自由を許すものとなりえた。ただし、各国は、少なくと

も世論の事後的評価には服すると解していた。

三　学説における自衛権

　次に、学説において、自衛権概念がどのように論じられていたのかを

検討する。まずは、国際法学者の自衛権理論を検討し、その後で、不戦
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条約上の自衛権がどのように捉えられ、どの点に批判があったのかを考

察する。

（一）自衛権理論
　以下では、まず、欧米の国際法学者の自衛権理論をみた後で、日本の

国際法学者のものを検討する。

　１．欧米
　第一次世界大戦後から不戦条約締結の時期までの欧米の国際法学者の

著作を検討してみると、自衛権の内容は論者によって極めて多様であ

る。しかし大きく分けると、自己保存権を支持し、先行行為が存在しな

い場合であっても、他国の権利を侵害する措置をとることができるとす

る論者と、自衛権を自己保存権から区別し、自衛権は他国による自国に

対する違法行為を前提とする行為であるとする者とに分けられる。

　第一次世界大戦後から不戦条約締結の時期においても、依然、自己保

存権を支持し、自衛権を自己保存権や緊急権と明確に区別せずに論じて

いる者が見られる
（70）

。ハーシーは、自己保存権には領域主権と不可侵を守

る権利が含まれているとして、その権利を守るために、究極の緊急時に
（in extreme cases of necessity）、通常は国際法違反となることを行うことが

でき、他国の領域主権や国際的権利を侵害することができるとする
（71）

。こ

のように、正当化される措置として、「通常は国際法違反となること、そ

して他国の領域主権や国際的権利を侵害することができる」と述べてい

る。ハーシーは、1927年の教科書においても戦争は法の評価の対象外だ

と捉えており、自己保存権を支持しながらも、それが戦争を法的に正当

化するものだとはみなしていない。

　このように、自己保存権を支持して、自衛権は必ずしも先行違法行為

を前提するものではないと捉える論者がいる一方で、第一次世界大戦後

から不戦条約締結の時期までの多くの論者は、自衛権を他国による自国
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に対する先行違法行為を前提とする概念として論じている
（72）

。ただし、自

衛権を他国による先行違法行為を前提とする概念と捉える点では一致し

ていたとしても、その内容は様々である。大きく分けると、自己保存権

と自衛権とを区別し、自衛権は、他国による自国の安全を脅かすような

違法行為がある場合にその他国を侵害することを許すと捉えるものと、

自衛権は、他国による自国に対する違法行為に対して自国の権利の実現

を許す自助の一つだと捉えるものとに分けることができる。

　自己保存権の中で自衛権のみが認められるとする論者は、自衛権は他

国による違法行為の存在を前提とすると説く
（73）

。これらの論者は、自衛権

は他国による自国に対する違法行為がある場合に、その他国に対して、

「干渉（intervention）
（74）

」や防衛に必要な限りでの「政治的独立の侵害
（75）

」と

いった措置をとりうるとする。先行行為は、違法行為一般というほど広

くは解されてはいないが、他国の安全を脅かすような違法行為だと捉え

られ、自国の領域から生じる他国に対する危険を抑止する義務を果たさ

ないことも含まれる。これらの国際法学者は、この時期には、戦争は未

だ一般国際法上禁止されていないと捉えるため自衛権を平時に本来違法

な行為を許すものとして重視している。ただし、「戦争の違法化」が進む

につれて、自衛権に基づいて許される措置として、平時に本来違法な行

為に加えて違法となった戦争も含めて解するようになる
（76）

。

　その一方で、自衛権を他国による自国に対する違法行為に対して自国

の権利を自国自身で守る自助の一つとして捉え、そのために行う本来違

法な行為の違法性を阻却するのが自衛権だと捉える国際法学者も見られ

た。例えばアンチロッチは、自国の権利を自国自身で守ることを自己防

衛（autoprotection）と呼び、自衛権は自己防衛を例外的に許す概念だと捉

えていた。彼は、自衛権は、法的社会の構成員各人が権利を執行するこ

とが禁止されて権利の執行が社会の機関によってのみなされる法的社会

においては独自の制度としての性質を持ちえないとする。そして、自己

防衛が制限されるようになると、自衛権は違法で急迫した攻撃に対し
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て、例外的に、禁止された自己防衛をすることを許すものだとされた
（77）

。

このように捉えると、自衛権は、「国家の権利」に対する他国からの違法

な攻撃がある場合に、攻撃が急迫していることを条件として、本来違法

な自己防衛を許す権利だということになる。すなわち、攻撃は国家の生

存のみならず権利に向けられる場合も含むという結論になるはずであ

る。例えばアンチロッチは、攻撃は国家の存在自体に向けられる必要は

ないとする
（78）

。ただし、カヴァリエリは、自国の生存やその本質的財産を

守る例外的場合に自衛権を行使しうるとする
（79）

。自衛権に基づいて正当化

される自己防衛の手段は、彼らによると、本来違法な措置である。アン

チロッチのように、国際社会において自己防衛は禁止されていないと捉

えると、自衛権はそれが戦間期の条約によって制限あるいは禁止されて

初めて、その禁止された自己防衛、すなわち戦争を許す概念としての意

義を持つ
（80）

。

　以上のように、第一次世界大戦から不戦条約締結の時期にも、依然自

己保存権を支持し、他国による自国に対する違法行為が存在しない場合

であっても、その他国の権利を侵害しうるとする国際法学者も存在し

た。しかし、多くの論者は、自衛権は他国の先行違法行為に対して行使

しうると捉えていた。ただし、他国による違法行為については、自国の

生存や安全を脅かすような違法行為と捉える論者もいれば、国家の権利

侵害と捉える論者もおり、見解の一致が見られたわけではなかった。ま

た、正当化される措置は、それぞれの戦争観や自衛権理論によって異な

り、「戦争の違法化」によって禁止された戦争とする者、平時に本来違法

な行為を挙げる者とに分かれていた。

　２．日本
　以下では、1920年代から1930年代にかけて各々の自衛権理論が示され

た著作を複数執筆している立作太郎教授、松原一雄教授を取り上げ、彼

らの1920年代の解釈を検討することにする
（81）

。
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　立教授は、自衛権を次のように定義している。すなわち、自衛権は
（82）

、

国家自身、その機関またはその国民の危害が切迫している場合に発動す

る非常権であって、この権利なしと仮定すれば他国家の権利を侵す不法

行為となる行為を権利行為として行うことを許容する
（83）

。自衛権の要件の

うち、先行違法行為が存在するか否かによって、狭義の自衛権ないし正

当防衛権（以下、正当防衛権とする）と緊急状態行為が区別されている。

彼は、同時期の欧米の多くの国際法学者と同様、他国による違法行為に

よって国家や国民に危害が急迫している場合に正当防衛権を行使しうる

と捉えており
（84）

、正当防衛権は先行行為の違法性を必ずしも前提としない

自己保存権や緊急権からは区別されている。以上のように、正当防衛権

の先行行為は他国による自国に対する違法行為だとされているが、どの

ような先行行為に対して正当防衛権を行使しうると捉えているのかはこ

の時点では明らかでない。さらに、正当化される措置については、本来

違法な行為だとされるのみで、それに戦争を含めて解しているのかもこ

の時点では明らかではない
（85）

。

　次に、松原一雄教授は、自衛の行為は自己保存権や自衛権と呼ばれる

基本権ではなく違法性阻却の事由とし
（86）

、国家は他国からの不法の攻撃
（87）

に

対して自己防衛をする権利があるとする
（88）

。あるいはまだ不法の攻撃を受

けていなくても一国の生存が緊急の危険（imminent danger）に瀕する場合

であってこの危険を排除するために他に手段がないときは自衛行為とし

て他国の権利を侵害することは止むを得ないという
（89）

。危険は一国の存在

に対するものでなければならないとされ、一国の「名誉」または「重大

利益」「死活利益」はその意味が曖昧であるためにそれらを守るために自

衛権の発動を認めるという説は採用せず、まして漠然とした「利益
0 0

」「必
0

要
0

」「緊急の必要
0 0 0 0 0

」のために自衛行為を行うことはその濫用のために門戸

を開くことになるとして保護法益を厳格に解している
（90）

。この点はそれら

の保護のための自衛権行使を認めている1930年代の記述との対比で特筆

すべき点である
（91）

。自衛の手段については「時と場合による」ために、予
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めこれを限定することはできないという。あるいは干渉となり、あるい

は他国の領土への侵入となりあるいは他国船舶の押収となり、あるいは

戦争となるなど、その場合に応じて必要の範囲を超えない措置にでるこ

とができるとする。

　以上のように、立教授は、先行違法行為に対して自衛権（正当防衛権）

を行使しうると捉えていたが、松原教授が自衛権に基づいて違法行為を

行っていない国家の権利を侵害しうると捉えていたのかは明らかではな

い。松原教授は、危険が自国の生存に向けられなければ自衛権を行使し

えないとするが、立教授のこの点についての解釈はこの段階では明らか

ではない。自衛権に基づいて許される措置は、立教授も松原教授も本来

違法な行為だと捉えており松原教授はそれに戦争を含むと明記してい

る。先行行為の主体や権利行使の対象と、正当化される措置については、

松原教授はその対応関係を論じることなく「時と場合による」とする。

立教授は、先行行為の主体や権利行使の対象が私人の場合と国家の場合

を分けているが、それら各々の場合にどのような措置をとりうると捉え

ていたのかは明らかではない。

（二）不戦条約と自衛権
　不戦条約によってもその行使が妨げられないとされた自衛権は、国際

法学者の自衛権の定義や自衛権の要件についての議論を無意味にするほ

どに広い行動の自由を許すものとなりえた。以下では、国際法学者が不

戦条約上の自衛権をどのように捉えていたのかという点を検討する。

　１．欧米
　欧米の国際法学者の議論においては、不戦条約上の自衛権について、

次の二点が問題になった。一つ目は、自衛権の地理的範囲が自国領土に

限られたか否かの問題である。二つ目は、不戦条約における戦争放棄の

法的効果の是非を決定する要素として、自国のみが自衛権行使の必要性
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や範囲を決定することができたか否かという問題、すなわち自己解釈権

の問題である。

　まず、一点目に関しては、アメリカのモンロー主義やブリティッシュ

モンロー主義が自衛権の内容とされたことを前提として、特にブリ

ティッシュモンロー主義についてはその地理的範囲が不明確であるこ

と、あるいはそれを極めて広く解しうることが指摘された。ヴァンディ

は、自衛権の定義がなされなかったことは、アメリカが自衛権概念にモ

ンロー主義を含めただけになおさら遺憾であるとした。また、イギリス

が「世界の地域」を特定しなかったことにより、あらゆる解釈と主張を

産み出す準備が整ったと述べた
（92）

。また、ボーチャードはアメリカのモン

ロー主義は地理的限界を誰もが知っているが、ブリティッシュモンロー

主義は地理的限界がなく、戦争を遂行する権利についてのこのような広

い要求が認められたことはそれまでなかったと批判した
（93）

。

　二点目の自己解釈権は、不戦条約の法的効力と関係する重要な問題と

して特にアメリカにおいて多くの学者の議論の対象となり、自衛権の行

使は事後的判断に服するとして不戦条約の法的効力を肯定的に捉える国

際法学者と、不戦条約が、自衛権の行使について自己解釈権を与えてい

るとして不戦条約の道徳的効力はみとめつつも法的効力がないあるいは

乏しいという見方を持っていた者とが存在した。前者の国際法学者は、

自己解釈権を否定し、自衛権の行使か否かは、自衛権を行使する国家が

最終的に判断するのではなく、事後的に国際社会によって判断されると

解する。このような国際法学者は、不戦条約の法的効力を肯定的に捉え

る
（94）

。その一方で、不戦条約は自衛権を定義しておらず、自衛権を行使す

る国家のみが自衛権の必要性と範囲を判断できると解釈しうるとも主張

された。国家が自衛権について自己解釈権を持つために、不戦条約は既

定の国際法規則に、いかなる影響も与えておらず
（95）

不戦条約自体が課す法

的効力を消滅するほどに弱め得る
（96）

あるいは法的効力を持たない
（97）

、不戦条

約を伸縮自在のものとした
（98）

というように評価された。さらには、「不戦条
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約は、戦争を放棄する約束ではなく、留保や例外とされたすべての戦争

の合法性を正式に認めるものである
（99）

」とさえ主張された。

　２．日本
　不戦条約上の自衛権については、日本においても、その定義がなされ

なかったことや英米のモンロー主義が深刻な問題として取り上げられて

いた。アメリカのモンロー主義、ブリティッシュモンロー主義に基づく

全ての場合が一般国際法上の自衛権の行使に当たるわけではないと解さ

れていたために
（100）

、自衛権の発動以外の場合において、すなわち、アメリ

カのモンロー主義またはイギリスが緊切利益を有すると称される勢力範

囲に関するブリティッシュモンロー主義に関連して「不戦条約の禁止し

得ざる戦争の存することを認めざるを得ざるに至る」と批判された
（101）

。

　また、モンロー主義やブリティッシュモンロー主義の範囲が不明確で

あったため、この主張に基づく不戦条約の適用除外の範囲もはなはだ不

明確であるという点が批判された。さらに、英米がこのような主張をす

る以上は、日本が例えば満蒙問題につき不戦条約の適用の除外を主張す

る根拠が生じ、他のフランス、イタリア等もまた同様な主張の根拠が生

じることが指摘された
（102）

。

　このように、不戦条約上の自衛権は、その内容が不明確であり、一般

国際法上の自衛権より広い行動を許しえたこと、そして英米以外の国家

も英米と同様の主張をする余地が生じたことにより、不戦条約の実効性

に懸念が表明されていた
（103）

。しかし、面倒な法律問題について種々の疑問

や議論が出るとしながらも、本条約を米国が提唱した趣意は、永久平和

すなわち戦争排斥の目的を達するため、「議論よりも実際で行かう、法律

論よりも精神で行かう、制裁手段よりも国際信義で行かう」ということ

であり、不戦条約の精神は「各国の良心に訴へて、戦争排斥を行ふ」こ

とである
（104）

として、不戦条約の実際的・精神的効果に期待する声が聴かれ

た。以上のように、日本の国際法学者は、不戦条約上の自衛権を広く解
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しうる可能性が残されたことを決して肯定的に捉えていたわけではな

かった。

（三）小括
　第一次世界大戦後から不戦条約締結の時期までの国際法学者の自衛権

理論は、論者によってかなり異なっていた。この時期にも、自己保存権

を支持し、他国による自国に対する違法行為がない場合であっても他国

の権利を侵害しうるとする者も見られた。しかし、多くの国際法学者は、

他国による自国に対する違法行為があった場合に自衛権を行使しうると

捉えていた。その場合、自国の生存や安全を脅かすような違法行為を必

要とするのか、あるいは権利侵害があれば自衛権を行使しうると捉える

のかについては見解が分かれた。自衛権に基づく措置については、平時

に本来違法な行為を行うことができるとされることもあったが、禁止さ

れた戦争を行うことができるとされることもあった。

　このように、国際法学者による自衛権をめぐる議論があったものの、

不戦条約上の自衛権に関しては、それが広範な行動の自由を許すものと

しての批判が強く、不戦条約は法的効力がないと見る者も多かったが、

今後の運用次第だとの見方も散見された。

おわりに

　第一次世界大戦後から不戦条約締結までの「戦争の違法化」の進展に

伴って、自衛権は、条約で禁止された違法な戦争、侵略、攻撃、侵入を

自国に向ける国家に対して、禁止された戦争を例外的に許す概念として

重視されるようになっていく。不戦条約上の自衛権は、少なくとも、自

国領土に攻撃や侵入を行う国家に対して、自国領土を守るために、戦争

に訴えることを許すものという点で各国の見解が一致していた。また自
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国領域外に対する不戦条約に反する攻撃があった場合に、それを防衛す

るために不戦条約に違反して戦争をすることも許されるとされていた。

さらに、アメリカは、自衛権に基づいて自国の利益や財産、自国民も擁

護しうるとし、日本は在支臣民保護や満蒙における権益擁護、満蒙の治

安維持も自衛権に基づいて行いうるとして、自衛権を極めて広く解釈し

ていた。

　第一次世界大戦後から不戦条約締結前後の時期の国際法学者の中に

は、依然として自己保存権や緊急権と自衛権とを区別せずに論じ、自衛

権は先行違法行為を前提としていないとする者も見られた。しかし、多

くの論者は、自衛権は他国の先行違法行為に対して行使しうると捉えて

いた。ただし、先行違法行為については、自国の生存や安全を脅かすよ

うな違法行為と狭く捉える論者もいれば、国家の権利侵害と広く捉える

論者もおり、見解の一致が見られたわけではなかった。また正当化され

る措置は、平時に本来違法な行為とされることもあったが、違法になっ

た戦争とされることもあった。

　以上のように、第一次世界大戦後、不戦条約に至るまでの「戦争の違

法化」の過程で、自衛権は条約で禁止された違法な戦争、侵略、攻撃、

侵入があった場合に、禁止された戦争を正当化する概念として重視され

るようになっていった。しかし、利益や権利侵害に対しても自衛権を行

使しうるかという点、そして自衛権の措置として許されるのはどのよう

な措置であったのかという点については国家実行上も学説上も一致がみ

られなかった。とりわけ、不戦条約上の自衛権についてみると、自衛権

は定義されておらず、アメリカのモンロー主義やブリティッシュモン

ロー主義が自衛権に含まれるとされたこと、そして自衛権の自己解釈権

が認められると解釈される余地を残していたため、不戦条約上の自衛権

は極めてあいまいであり、広い行動の自由を許す可能性が残された。自

衛権がより明確な内容を持つには、1930年代の国家実行を待たなければ

ならなかった。1930年代の自衛権概念の検討を今後の課題として、本稿
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を終えたい。

　注
　＊本稿は、19世紀から国連憲章制定前までの自衛権研究の成果の一部であ
る。複数の公表媒体に研究成果を発表する予定であるために、連載という
形をとらず、独立した論文の形で発表する。

（１）  この「戦争の違法化（outlawry of war）」という用語は、アメリカで第
一次大戦末期からレービンソン（Levinson）らによって始められた「戦
争の違法化運動」においてスローガンとして用いられた言葉であって、そ
もそもは戦争を侵略戦争と防衛戦争に区別することなく全面的に非合法
化することを意味するものであったとされる（大沼保昭『戦争責任論序
説』（東京大学出版会、1975年） 84頁）。国際法学で用いられる「戦争の違
法化」という用語は、主として第一次世界大戦後の実定法による戦争の制
限・禁止を指す用語として用いられるが、国際法学においては、「戦争の
違法化」は、防衛戦争などの一定の戦争を許すものと捉えられているとい
う意味で、この用語が本来用いられていた意味とは必ずしも一致するとは
言えない。

（２）  拙稿「19世紀から第一次世界大戦までの自己保存権と自衛権」『九大法
学』（九大法学会、2011年） 第102号、261（50）－259（52）頁参照。

（３）  同上、262（49）－213（98）頁。
（４）  森肇志『自衛権の基層』（東京大学出版会、2009年）、53－97、272頁。
（５）  同上、99－161、272頁。
（６）  同上、165－209頁。
（７）  Giraud, E., ”La théorie de la légitime défense,” Recueil des cours, t.49 （1934）， 

p. 715, Wehberg, H., The Outlawry of War （Carnegie Endowment for 

International Peace, 1931）， p. 10. See also, Ago, R., “Le délit international,” 
Recueil des cours, t. 68 （1939）， p. 540, Brownlie, I., International Law and the 

Use of Force by States （Oxford University Press, 1963）， pp. 61-62, Bowett, 

D.W., Self-Defence in International Law （Manchester University Press, 1958）， 
p. 124, “Amendment of the Covenant of the League of Nations in Order to 

Bring It into the Harmony with the Pact of Paris （Report Submitted by the 

Sub-Commitee），” League of Nations Official Journal Special Supplement 

（hereinafter, LNOJss）， No.94 （1931）， p. 146. 国際連盟規約の締結当時は、
日本においても、規約の締結によって自衛権の行使が妨げられるか否かと
いう点についての議論は盛んではなかった。しかし、1930年代になってか
ら、立作太郎教授と松原一雄教授は、自衛権の行使が国際連盟規約に反し
ないと論じている（立作太郎『国際法Ⅱ 平時国際法第二部 国際連盟規約』
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（日本評論社、1937年） 60－61頁、松原一雄『国際法概論』（日本評論社、
1934年） 444頁）。

（８）  Wehberg, Ibid.

（９）  “Draft Treaty of Mutual Assistance,” LNOJss, No.16 （1923）， pp. 203-206.
（10）  Brownlie, supra note 7, p. 68. 
（11）  諸国の反応については、次の資料を参照。“Treaty of Mutual Assistance: 

Replies from Governments,” LNOJss, No.26 （1924）， pp. 129-168.
（12）  大沼『前掲書』（注１） 79頁。
（13）  森『前掲書』（注４） 106頁。
（14）  “Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes,” LNOJss, 

No.23 （1924）， pp. 498-502. 
（15）  戦間期には、「自衛権（right of self-defense）」という用語の他に、「正当

防衛権（droit de légitime défense, right of legitimate defence）」、「正当な自
衛（legitimate self-defense）」などの用語も用いられているが、これらの用
語が明確に区別して用いられていたわけではなかった。森『前掲書』（注
４） 101頁も参照。

（16）  “Arbitration, Security and Reduction of Armaments: General Report 

submitted to the Fifth Assembly on behalf of the First and Third Committees 

by M. Politis （Greece）， Rapporteur for the First Committee, and M. Beneš 

（Czechoslovakia）， Rapporteur for the Third Committee,” LNOJss, No.24 
（1924）， p. 121. 

（17）  第10条は、侵略者の認定について規定している。理事会による満場一致
の決定が異なる宣言をしない限り侵略者だとの推定がなされる場合は、戦
争に訴えることに次の三つのいずれかが伴う場合である。それらは、簡潔
に言うと、平和的解決手続きを受け入れないかあるいは平和的解決手続き
の結果としての決定に従うことを拒むこと、議定書第７条が認めている理
事会の暫定的措置の命令に違反すること、あるいは、相手国の国内管轄権
に排他的に存する事項から生じた紛争だとの決定を無視すること、あるい
は理事会か総会に問題を最初に付託しないかそうすることを拒むことで
ある。さらに、理事会が侵略者を直ちに確定できない場合には、理事会は
交戦国に停戦を命令するが、停戦を受け入れることを拒否した交戦国ある
いはその条項を破った交戦国は侵略者だとされる（supra note 14. pp.500-
501）。

（18）  “Treaty of Mutual Guarantee between Germany, Belgium, France, Great 

Britain and Italy, Done at Locarno, October 16, 1925,” League of Nations Treaty 

Series, Vol.54, pp. 289-301. 
（19）  同日には、本相互保障条約の他、４つの仲裁裁判条約と２つの保障条約

が調印されたが、本稿ではドイツ・フランス ･ベルギー・イギリス・イタ
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リア間の相互保障条約のみを指すものとして「ロカルノ条約」という名称
を用いる。

（20）  田岡良一『国際法上の自衛権』（勁草書房、1964年） 152頁。
（21）  ただし、「戦争」として何が正当化されるのかは、条約において禁止さ

れたのが法的意味での戦争であったのか、あるいは法的意味での戦争に至
らない実質的な意味での戦争も含まれていたのかに依存する。

（22）  1934年段階における、国際連盟、不戦条約、ラテンアメリカ不戦条約の
締約国については、藤田久一『国連法』（東京大学出版会、1998年） 20－21
頁を参照。

（23）  ロシアの1928年８月31日の対米公文では、第１条について、不戦条約は
戦争に至らない敵対行為も放棄したとの解釈が表わされている（Russian 

Note, August 31 1928, Miller, D.H., The Peace Pact of Paris（G.P. Putnam, 

1928）, p.266）。なお、不戦条約の批准過程においては、アメリカの上院外
交委員会において、ボラーは、不戦条約が全ての武力行使を禁止したもの
ではなく、戦争に至らない全ての手段を行使することができるというよう
に 解 釈 し て い た（Congressional Records, Vol.70 （Government Printing 

Office）， pp. 1069, 1131）。また、日本政府も、不戦条約によってすべての強
力措置、実力の使用が禁止されているとは解していなかった。不戦条約第
２条で国際紛争を平和的に解決すべきことを規定しており、紛争は極力外
交手段によって解決する義務を負うが、必要に応じて戦争以外の種々の方
法をとりうると解釈されていた（「戦争放棄に関する条約精査委員会議事
概要（1929年６月17日）」柳原正治『国際法先例資料集（1）　不戦条約
（下）』（以下、『先例資料集（下）』）（信山社出版、1997年）671頁、「擬問
擬答（枢密院説明案）」柳原『先例資料集 （下）』429－430頁）。

（24）  ただし、それ以前にも、全ての紛争を平和的に解決する義務が不戦条約
第２条から導かれるとの見解も見られる（Miller, Ibid., pp. 123-127）。なお、
1930年代の議論についての検討は別稿に譲る。

（25）  この後検討する英米仏以外では、Australia, July 18, 1928, Ibid., p. 234, Note 

of Czechoslovakia, July 20, 1928, Miller, Ibid., p. 241, German Note, April 27, 
1928, Miller, Ibid., p. 193, Note of Irish Free State, July 14, 1928, Miller, Ibid., 

p. 226, Japanese Note, May 26, 1928, Miller, Ibid., p. 203, Note of South Africa, 

June 15, 1928, Ibid., p. 211, Note of Poland, July 17, 1928, Ibid., p. 230.
（26）  American Note, June 23, 1928, Ibid., p. 213, 柳原正治『国際法先例資料集

（1） 不戦条約（上）』（以下、『先例資料集（上）』）（信山社出版、1996） 136
－137頁、144－145頁。この公文の中では、自衛権について、国際連盟規
約について、ロカルノ諸条約について、中立条約について、条約違反国に
ついて、条約の普遍性についてという６つの点についてのアメリカの見解
が表わされているが、これは、先立って当時の国務長官ケロッグ
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（Kellogg）が４月28日に行ったアメリカ国際法協会での演説の内容からの
抜粋である（Ibid., p. 84）。

（27）  French Note, July 14, 1928, Ibid., p. 225.
（28）  British Note, May 19, 1928, Ibid., p. 197, 柳原『先例資料集（上）』153－155

頁、156－157頁。
（29）  「特定の地域」が具体的にどこを指すのかは少なくともこの公文の中で

は明示されていない。また、イギリス政府はこの点を公式に明らかにする
ことはなかった（Shotwell, J.T., War as an Instrument of National Policy : and 

its Renunciation in the Pact of Paris （Constable, 1929）， p. 195）。
（30）  各国の議会では、不戦条約批准過程において、自衛権に限られない様々

な論点について議論がされたが、その詳細については、次の文献を参照。
Mandelstam, A.N., L ’interprétation du pacte Briand-Kellogg par les 

gouvernments et les parlements des Etats signataires （A. Pedone, 1934）， 藤田久
一「戦争観念の転換 ― 不戦条約の光と影」桐山孝信、杉島正秋、船尾章
子編『転換期国際法の構造と機構』（国際書院、2000年）。

（31）  後述する、モンロードクトリンを指す。
（32）  Official Report, Parliamentary Debates, House of Commons （hereinafter, 

Official Report）， Vol.220, No.111 （H.M.S.O.）， p.1841-1842.
（33）  Brierly, J.-L., “Some Implications of the Pact of Paris,” The British Year Book 

of International Law, Vol.10 （1929）， p. 209, Waldock, C.H.M., “The Regulation 

of the Use of Force by Individual States in International Law,” Recueil des cours, 

t.81（1952）， p. 477.なお、田岡『前掲書』（注20） 176頁も参照。このこと
は、ブリティッシュモンロー主義も、後述のアメリカのモンロー主義も、
両国は「戦争に訴えて国家の利益を増進しようとする署名国は、本条約の
供与する利益を拒否」されることを謳った不戦条約前文第３文によって埋
められるとみなされていた（森肇志「集団的自衛権の誕生 ― 秩序と無秩
序の間に ― 」『国際法外交雑誌』102巻１号（2003年） 93－96頁、田岡良
一「不戦条約の意義」『法学（東北大学）』１巻２号（1932年） 153－155頁）
ことからも裏付けられる。この点については、後述のフランスの解釈も参
照。

（34）  Official Report, p. 1843.
（35）  なお、森『前掲書』（注４） 181－183頁も参照。
（36）  これは、スワンソン（Swanson）議員が「「自衛」の語は、どこかの領土

に限定されるわけではなく、どの国家も自国の自衛のために必要であると
きには、どこの領域にも軍隊を送ることができる」ということを確認した
のに対して「もちろんである」と答えた後に述べられている。“Hearings 

before the Committee on foreign relations. United States Senate（1928年12月
７日）” （hereinafter, Hearings, Dec. 7th）， 柳原『先例資料集 （下）』1018頁。
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柳原正治「戦争の違法化と日本」『日本と国際法の100年　⑩安全保障』（三
省堂、2001年） 278頁も参照。

（37）  “Hearings, Dec . 7th,” 柳原『先例資料集（下）』1020頁。
（38）  アメリカのモンロー主義は、その内容の曖昧さや、その概念が次第に拡

張してきたことが指摘されている（田岡『前掲書』（注20） 178頁）。モン
ロー主義については、次の文献を参照。Malanczuk, “Monroe Doctrine,” in  

Bernnhardt, R. （ed.）， Encyclopedia of Public International Law, Vol.3 
（Elsevier, 1997）， pp. 460-464．モンロー主義は、国際連盟規約第21条にお
いても「本規約ハ、仲裁裁判条約ノ如キ国際約定又ハ『モンロー』主義ノ
如キ一定ノ地域ニ関スル了解ニシテ平和ヲ目的トスルモノノ効力ニ何ラ
ノ影響ナキモノトス」という形で明示的に承認されている。

（39）  “Hearings, Dec. 7th,” 柳原『先例資料集 （下）』1032頁、“Hearings before the 

Committee on Foreign Relations, United States Senate （1928年12月11日）,”
（hereinafter, Hearings, Dec. 11th） 柳原、同上、1044頁。

（40）  “Hearings, Dec. 11th,” 柳原『先例資料集 （下）』1044頁。
（41）  Congressional Records, supra note 23 pp. 1066, 1067, 1070, 1120, 1122, 1123, 

1124, 1128. 1929年１月15日にボラーにより提出されたアメリカの上院外
交委員会の報告書の中でも、モンロー主義を維持する権利は不戦条約の許
容する自衛権に含まれることが主張された（Ibid., pp. 1730-1731）。

（42）  Ibid., p. 1123.
（43）  Ibid., pp. 1125, 1280. ただし、在外自国民保護は、「自衛原則あるいはそれ

に類似する原則（another principle which is kindred to self-defense）」である
とも述べられている（Ibid., p. 1131）。

（44）  Ibid., p. 1470.
（45）  Ibid., p. 1069.
（46）  ただし、在外自国民保護が戦争行為でないために許されるという答弁も

見受けられる（Ibid., p. 1068）。この点については、森『前掲書』（注４） 183
－184頁に詳しい。

（47）  Ibid., p. 1471.
（48）  Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères par M. Pierre 

Cot （hereinafter, Rapport Cot）， pp. 22-27, 柳原『先例資料集（下）』1076－
1077頁。See also, Chambre des députés, 2e séance du 26 février 1929, Journal 

officiel de la Republique française du 27 février 1929 （Direction des Journaux 

officiels）， p. 679, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères 

par M. Labrousse.

（49）  Miller, supra note 23, p. 224. See also, Note of Czechoslovakia, July 20, 1928, 
Ibid., p. 241.

（50）  British Note, July 18, 1928, Ibid., p. 233.
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（51）  “Hearings, Dec. 7th,” 柳原『先例資料集 （下）』1018頁。
（52）  Congressional Records, supra note 23, p. 1127.
（53）  “Hearings, Dec. 7th,” 柳原『先例資料集 （下）』1033頁。
（54）  Congressional Records, supra note 23, p. 1063.
（55）  Ibid., p. 1134.
（56）  Ibid., p. 1125.
（57）  Official Report, supra note 32. pp. 1813, 1829, 1850.
（58）  Ibid., p. 1842.
（59）  Rapport Cot, pp. 27-28.
（60）  Japanese Note, May 26, 1928, Miller, supra note 23, p. 203.
（61）  満蒙とは、少なくとも戦間期の日本では、南満州と東部内蒙古を合わせ

た地域を指すとされていた。しかし、その境界が不明確であることは戦間
期の日本でも国会においてあるいは国際法学者によって指摘されていた。
北満州と南満州の境界は古くから存在していたわけではなく、日露戦争後
の1907年７月30日、第一次西園寺公望内閣によって調印された第一回日露
協約付属の秘密協約によって、日本とロシアが、鉄道と電信に関し、南満
州は日本、北満州はロシアの勢力範囲とすると相互に認め合った際に定
まった。1910年７月４日、第二次桂太郎内閣は第二回日露協約付属の秘密
協約を調印し、第一回日露協約の密約で定められた鉄道と電信に関する南
北区分線を、鉄道と電信以外の全般的な利益範囲まで拡張するという合意
に達した。東部内蒙古については、1912年７月８日に第二次西園寺内閣が
調印した第三回日露協約付属の秘密協定において、内蒙古について、北京
の経度であるグリニッジ東経116度27分より東（東部内蒙古、東四 盟
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林郭勒盟）と察哈爾部の一部）を日
本の、西をロシアの特殊利益地域と決定した。東部内蒙古には日本の権益
の実態はなかったが、1915年５月の南満州及び東部内蒙古に関する条約の
第４条で、日本人は、中国人との合弁であれば東部内蒙古地域で農業およ
び付随の工業経営を行うことを中国は承認すべきことが規定された。日本
側は、東部内蒙古の範囲を言明しない方が得策であるとの認識から中国側
に言明していなかった。東部内蒙古は、中国側の制度改正により、1928年
熱河省と改称され、32年の時点では22県を包含する地域となった。それに
ともなって、東部内蒙古は、32年の時点では、熱河省と察哈爾省全てを合
わせた領域として日本側に認識されるようになっていた。さらに、1932年
の満州国樹立以前は、長城線の北側におかれた熱河省と河北省の省境を、
満州国創設の過程で長城線の南側に置く解釈をとり、満州国内に編入する
考え方を示していたが、それは1933年の塘

タンクー

沽停戦協定とそれに続く交渉で
追認された。信夫淳平『満蒙特殊権益論』（日本評論社、1932年） 140－149
頁、加藤陽子『満州事変から日中戦争へ』（岩波新書、2007年）19－28頁。
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（62）  柳原『先例資料集（上）』361－366頁。
（63）  立作太郎教授の『平時国際公法』のうち大正９年と12年に中央大学で

行った講義（いずれも大正12年に発行）、『平時国際公法』（国文社出版部、
1928年）など、1929年時点で参照可能で引用箇所と一致するものでは、在
外自国民の保護が自衛権とされているか否かは明らかではない。また、
1930年の『平時国際法』では、「自衛権及び緊急状態」という款とは別の
款で「臣民の危害の切迫せる緊急の場合に於て、恰も国家自身の切迫せる
危害を存する場合の如く、臣民の保護に必要なる措置を、自衛権の認むる
範囲内に於て行ふことを得（190頁）」と論じており、在外自国民保護を自
衛権として認めているのかは明らかではない。しかし、1932年には、「他
国より出づる攻撃に依り、在外臣民の生命財産に関する危険の切迫せる場
合に於ては、恰も他国の攻撃に因り国家自身の法益又は国家機関たる軍隊
の安全に対する切迫せる危険を排除する為めに自衛権の発動をすること
が認めらるる如く、臣民の生命財産の保護の為に緊急の必要ある措置を、
其本国が自衛権の発動として行ひ得べきに至る（立作太郎「国際紛争と自
衛権」『日本国民』１巻（1932年） 13頁）」というように、在外自国民保護
が自衛権であることを明記するに至る。また、森『前掲書』（注４） 180頁
も参照。なお1930年代の自衛権概念は別稿で検討する。

（64）  「戦争放棄に関する条約精査委員会議事概要（1929年６月17日）」柳原
『先例資料集（下）』672－673頁。なお、「第56議会擬問疑答欧米局主管事
務関係―戦争放棄条約（欧米局第二課議会用調書）」柳原『先例資料集 

（上）』379頁、「第56議会擬問擬答案（欧米第二課）」柳原『先例資料集 （上）』
382頁も参照。

（65）  柳原『先例資料集 （上）』416頁。
（66）  「戦争放棄に関する条約説明書案」（枢密院配布用原稿）では、「在外居

留民の生命財産保護のために外国の領土内に軍艦又は軍隊を派遣するこ
と固より戦争にあらざるをもって本条約に違反することなし」というよう
に、在外自国民保護のための出兵は戦争ではないとしている（柳原『先例
資料集 （上）』417頁）。

（67）  柳原『先例資料集 （下）』586頁。
（68）  ただし、この発言は、満蒙の地が第三国の不正の襲撃を受けて、彼処の

康寧が撹乱せられるような場合を想定した清水一郎の質問への答弁で
あったことを考えると、先行行為は不正の襲撃に限定されると解されてい
るとも捉えうる。

（69）  「戦争放棄に関する条約精査委員会議事概要（1929年６月17日）」柳原
『先例資料集（下）』672頁。

（70）  Hershey, A.S., The Essentials of International Public Law （The Macmillan 

Company, 1921）， pp. 144-146. 20世紀初めに出版されている著作で、19世紀
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に出版された著作の改訂版である場合も、自己保存権を論じているものが
多数見られる（例えば、Hall, W.E., A Treatise on International Law （8th ed., 

Clarendon Press, 1924）， pp. 322-336, Lawrence, T.J., The Principles of 

International Law （7th ed., Macmillan & Co., 1925）， pp. 125-127, Wilson, G.G., 

International Law （8th ed, Silver, Burdett and Company, 1922）， pp. 88-89な
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577号（1928年） ３頁）。立教授が、このように、モンロー主義の全ての場
合の戦争が自衛権に関係するわけではないと主張する根拠は明記されて
いないが、上述の通り、立教授は、国家自身、その機関またはその国民の
危害が切迫している場合に自衛権を発動しうると解しているために、モン
ロー主義、ブリティッシュモンロー主義に基づく行動で、国家自身、その
機関またはその国民への危害が切迫していない場合のものは自衛権の範
疇にはないと捉えているものと思われる。また、上述の通り（前掲注103）
信夫淳平教授はこの時期には自衛権を厳格に解しており、モンロー主義や
ブリティッシュモンロー主義に基づく行動は一般国際法上の自衛権の行
使より広いと捉えていた。しかし、彼は英米がモンロー主義を留保しては
いないと主張した。信夫教授は、米国上院外交委員会においてモンロー主
義を維持する権利も当然自衛権の中に包含されるという解釈がなされた
ことについては、「米国の政治的迷信で、尋常の尺度でその当否を批判す
る能はざるものであるから、米国上院の右の解釈を真面目に是非するも甲
斐なきこと（信夫淳平「不戦条約と満蒙自衛権」『外交時報』591号（1929
年）、９頁）」と述べ、この段階では議論の価値すら認めていない。英国の
モンロー主義については、「英国が埃及を暗黙に意味せしめてその防護を
自衛手段と云ったのは、つまり埃及は英帝国の利害に繋がるや大なりとい
う位の意味で、何等の規定も要せずして当然発動せしむるを得べき国家固
有の自衛権とまでの意味はなかったように思ふ（同上、10頁）」と論述し
ており、エジプトの防衛のためであれば何らの規定もなしに自衛権を発動
しうるということをイギリスが意図していたとは解していなかった。ただ
し、信夫教授は、満蒙における特殊権益について、自衛権をあてにするよ
りイギリスにならって一種の留保を明確にしておくべきであったと付言
している（同上）。なお、特殊権益の概念を信夫教授は次のように説明し
ている。特殊権益とは、特殊権利と特殊利益を合わせた概念であり、特殊
権利とは、法律上の概念では、締約国間限りの特殊の事情の下にのみ成立
すべき理由において締結された特別な条約によってまたはまれには既成
事実に基づいて、特別に設定された、他の国家が享有していない一国が独
占している権利である。次に、特殊利益についてはその基礎である特殊権
利を行使する結果として、多くは経済上、または政治上、もしくは軍事上
のある施設経営をみるに至ったとし、その施設経営の興廃が国家の政策上
相当の重要性を有し、したがって相手国もしくは第三国がこれに侵害を加
える場合は、国家の力（必ずしも武力のみとは限らない）をもってこれに
抵抗しなければならないほどの重要な、経済的および政治的な発展現象を
包括的に言い表したものである（信夫『前掲書』（注61） 6－22頁）。

（101）  立、同上、３頁。
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（102）  立、同上、４頁、松原一雄「不戦条約の締結に際して」『法学新報』38
巻10号（1928年） 10頁。この部分は、Fenwick, supra note 98. p. 828におい
ても指摘されている。

（103）  立、同上、松原、同上、松原「前掲論文」（注88） 35－38頁。
（104）  松原「前掲論文」（注102） ７頁。
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